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柏崎刈羽原子力発電所 7 号機の使用前確認変更申請等の実施について 

 

2024 年 3 月 28 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 

当社は、原子力規制庁による柏崎刈羽原子力発電所 7号機の使用前確認※1を受けるため、

2020 年 11 月 6 日に使用前確認申請書を同委員会へ提出しました。 

（2020 年 11 月 6 日お知らせ済み） 

 

その後、工事の一部未完了を確認したことを受けて、その後の予定について見通しが立

たなくなったことから、2021 年 2 月 26 日、原子力規制委員会に対して使用前確認の変更

申請、あわせて同委員会と経済産業大臣へ使用前検査の変更申請を行いました。 

（2021 年 2 月 26 日お知らせ済み） 

 

今般、安全対策工事と燃料装荷前の使用前事業者検査※2 が一巡し、最終確認も整った  

ことから、プラントの健全性確認を進めるため、使用前事業者検査に係る工事の工程、  

期日を見直した使用前確認変更申請書を、同委員会へ提出しました※3。 

あわせて、使用前検査変更申請書を同委員会と経済産業大臣へ提出しております※4。 

 

当社は、原子力規制庁による使用前確認に真摯かつ丁寧に対応するとともに、今後、原

子力規制委員会からの試験使用承認が得られた際には、燃料装荷を行い、燃料装荷後の使

用前事業者検査を含む設備の健全性確認を進めてまいります。 

 

【添付資料】使用前事業者検査に係る工事の工程について 

 

※1 検査官が、申請以前の原子力規制検査による確認結果も含め、使用前事業者検査の 

一連の活動を記録等により確認するもの。 

※2 実際の設備が、設計及び工事の計画（基本設計方針含む）及び技術基準規則に対して

適合していることを確認するために、当社が自ら検査要領書を定め実施する検査。 

※3 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43 条の 3の 11 第 3 項に

基づいて申請するもの。 

※4 原子力発電工作物の保安に関する命令第 19 条第 3項に基づいて申請するもの。 

以 上 
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【添付資料】使用前事業者検査に係る工事の工程について

変更点：燃料装荷開始予定日を記載
未定 → 2024.4.15

■2021年2月に各工事の工程を「未定」に変更していた使用前確認変更申請について、安全対策工事
と燃料装荷前の使用前事業者検査が一巡し、最終確認も整ったことから、プラントの健全性確認を
進めるため、燃料装荷開始予定日を記載

■現時点で、それ以降の工程は見通しが立っていないため、具体的な予定日は未定として記載

変更後の工程（使用前確認変更申請書の添付書類から抜粋）

※表2-7：設備の機能・性能を確認するための検査（燃料装荷前までに実施）
※表2-8：燃料装荷後から原子炉起動までの期間に設備の機能・性能を確認するための検査（制御棒の駆動機構の検査など）
※検査時期は、工事の計画の進捗により変更となる可能性がある。



７号機の使用前確認変更申請後の対応について

2024年3月28日
東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

➢ 燃料装荷前の使用前事業者検査が一巡し、最終確認も整ったことから、プラントの健全性確認を進めるため、
本日、原子力規制庁への使用前確認変更申請を実施（4月15日を燃料装荷開始予定日として記載）

➢ 申請内容や使用前事業者検査の結果について、原子力規制庁の確認が得られた際は、燃料装荷を行い、
原子炉圧力容器等からの漏えいが無いか、制御棒を正常に挿入出来るか等について確認していく。
なお、燃料装荷を行うにあたっては、新規制基準に基づいた保安規定の適用に伴い、宿直体制は現在の8名から
緊急時の現場対応要員も含めた51名体制に変更となり、即応体制を強化

➢ 燃料装荷や健全性確認を進める中で気付きがあれば立ち止まって、一つひとつ確実に対応していく。
また、これらの進捗状況は適宜、地域の皆さまにもお伝えしていく

＜使用前事業者検査と使用前確認変更申請＞

１

① 燃料装荷前までに行う検査

【凡例】
：当社による使用前確認変更申請
：規制庁による使用前確認

原子炉起動
（制御棒引き抜き）

② 原子炉起動前までに行う検査

③ 営業運転開始前までに行う検査

燃料装荷

現在

4/15開始予定

健全性確認も実施

原子力規制庁による確認



燃料装荷後の主な健全性確認

原子炉格納容器
漏えい率確認
【閉じ込める】

使用済
燃料プール

圧力
抑制プール

ポンプ

原子炉圧力容器
漏えい確認
【閉じ込める】

制御棒駆動機構の
機能確認

（スクラム検査等）
【止める】 非常用炉心冷却系

機能などの確認
【冷やす】

燃料の配置確認を行い、
制御棒を１組（２本）引き抜いても

未臨界状態であることを確認
【止める】

２

➢ 燃料装荷後、原子炉の蓋を閉め、密閉のうえ、主に「止める」「冷やす」「閉じ込める」機能の健全性
確認を順次実施予定



（参考）燃料装荷について（１）

➢ 燃料取替機を用いて燃料872体を使用済燃料プールから原子炉の中に移動

➢ これまで同様、燃料移動の際は、燃料からの放射線を水によって遮蔽したうえで、臨界状態にならない
ように対応するため、水中かつ原子炉内に制御棒をあらかじめ挿入した状態で行う

➢ 燃料移動中、仮に燃料取替機が停止したとしても、燃料を把持しつづける機能を有している

※P4右下燃料配置拡大写真参照
・以降、①～⑥繰り返し

①燃料移動前 ②ダブルブレードガイド移動
・制御棒の転倒を防止

するため

③制御棒の挿入
・ダブルブレードガイドが

あるため、制御棒転倒無し

④燃料2体を移動 ⑤ダブルブレードガイド取出 ⑥燃料2体（計4体）移動
・臨界状態とならないよう
制御棒を事前に挿入済

・燃料があるため、制御棒の
転倒無し

【燃料移動工程を上から見た場合】（原子炉内に４体分燃料を収める区画）

３

「挿入」

・水中作業のため、燃料からの放射線は
水によって遮蔽

原子炉

使用済
燃料プール

「引抜」 「運搬」

※臨界状態：核分裂の連鎖反応（連続的に核分裂が続いていくこと）が自発的に続いている状態



（参考）燃料装荷について（２）

４

＜ダブルブレードガイドイメージ＞

＜原子炉内に燃料を移動させるイメージ＞

燃料

燃料取替機

上部格子板

燃料取替機

使用済燃料プール

原子炉

＜燃料取替機で燃料を運搬しているイメージ＞

燃料配置拡大写真

制御棒 燃料集合体


